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耐震診断補助
	区分
	要件等
	備考

	対象住宅
	市内に存在する木造住宅であって、次に掲げる全てに該当するもの
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
(2) 戸建て住宅、長屋建て住宅又は併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)であること。
(3) 地上2階建以下の在来軸組構法であること。
(4) 過去に本事業による耐震診断補助を受けたことがないもの
(5) 建築基準法その他関係法令に、違反がないこと。
	

	対象者
	　次に掲げる全てに該当する者
(1)　個人であること。
(2)　対象住宅の居住者であること。
(3)　対象住宅の所有者(複数いる場合にあっては、その代表者)であること。
(4)　市税を滞納していないこと。
	

	対象経費
	　耐震診断に要する費用。ただし、住宅部分に限る。
	






